
 

 

 
「川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方
(案)」について皆様からの御意見を募集します 

 
南部市場は老朽化等の課題があること、令和 7(2025)年度末で『卸売市場経営プラン』の計画期間、指

定管理者の指定期間が終了すること等から今後の運営方針について検討を進めてきました。 
このたび、南部市場の位置付け、開設者、本市としての関与といった南部市場のあり方について、「川崎市地

方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方(案)」として取りまとめましたので、皆様にお知ら
せするとともに、パブリックコメントにより広く意見を募集します。 

 
１ 意見募集の期間 

令和 6 年 11 月 28 日（木）から令和 7 年 1 月 10 日（金）まで 
※ 郵送の場合は、当日消印有効です。 
※ 持参の場合は、土・日・祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までとします。 

 
２ 資料の閲覧場所・方法 

(1) 川崎市中央卸売市場北部市場（川崎市宮前区水沢 1-1-1 管理事務所棟 3 階） 
(2) 川崎市地方卸売市場南部市場（川崎市幸区南幸町 3-126-1 管理事務所棟 3 階） 
(3) 各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館 
(4) 情報プラザ（川崎市役所本庁舎 2 階） 
(5) 市ウェブサイト（https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/280/0000170683.html） 
 ※閲覧可能な時間は各施設の開庁・開館時間に準じます。 

 
３ 意見の提出方法 

次のいずれかの方法で御提出ください。なお、意見書の書式は自由ですが、必ず題名、氏名（法人・団体の
場合は、名称及び代表者の氏名）及び連絡先（電話番号、メールアドレス及び住所）を明記してください。 
(1) 電子メール（上記の市ウェブサイト内にあるフォームにより送信） 
(2) 郵送・持参 〒216-8522 川崎市宮前区水沢 1-1-1 管理事務所棟 3 階 

川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場〔南部市場調整〕 
(3) FAX 044-975-2242 

 
４ 留意事項 

(1) お寄せいただいた御意見に対する個別の回答はいたしません。御意見の内容とそれに対する市の考え方と
対応について整理した結果を、市ウェブサイト等で公表します。 

(2) 記載いただきました個人情報については、提出された御意見の内容を確認する場合に利用します。御意
見などの概要を公表する際には、個人情報は公開いたしません。また、個人情報は個人情報の保護に関す
る法律その他の関連規定に基づき厳重に保護・管理されます。 

(3) 電話や来庁による口頭での御意見は受け付けておりません。  

令和６年１１月２１日 
報 道 発 表 資 料 
川 崎 市 (経 済 労 働 局 ） 

問合せ先 川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場〔南部市場調整〕 内山 
       電話 044-975-2226 

資料掲載・意見提出フォーム 
（川崎市ウェブサイト） 

https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/280/0000170683.html


川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方(案)について
・南部市場は老朽化等の課題があること、令和7(2025)年度末で指定管理者の指定期間が終了すること等から、今後の運営方針について検討を進めてきたところです。
・附属機関(南部市場運営審議会)へ諮問し、答申いただいた内容も踏まえ、令和7(2025)年度に策定予定の次期『卸売市場経営プラン』で具体的な方向性を示す前段と
して、南部市場の位置付け、開設者等に関する基本的な考え方を取りまとめました。

令和6年度 令和7年度 令和8年度以降
11月 12月 1月 2月 3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月
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所在地 幸区南幸町3丁目126番地1
敷地面積 / 延床面積 32,224㎡ / 24,396㎡

場内事業者
(令和６(2024)年４
月現在)

・卸売業者 3社
(青果1社、水産物1社、花き1社)
・仲卸業者 13社
(青果3社、水産物9社、花き1社)
・関連事業者 19社

沿
革

昭和19(1944)年 川崎市中央市場として開設
平成23(2011)年 南側用地への市場施設集約
平成26(2014)年 指定管理者制度を導入

南部市場
の現状

・市内外からの交通アクセスに優れ、住宅地や商業施設をはじめとした様々な機能が集積する本市の中心市街地の賑わいのあるエリアに立地しています。
・平成27(2015)年までは取扱金額が減少傾向でしたが、近年は増加しています。小売店、飲食店、学校給食等へ供給し、市民の食生活を支えています。
・全体的な施設の老朽化や、取扱数量の増加等に伴う施設不足をはじめ、卸売市場としての運営継続や今後の発展に向けて問題を抱えています。
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南部市場における卸売業者(3部門)の合計取扱金額の推移(億円)

本市における卸売市場の体制
・北部市場は「首都圏における広域的な拠点」、南部市場は
「地域密着型の拠点」として、北部・南部の2市場体制を継続
する必要性が高いと考えています。

・立地特性等を活かし、市民の食生活を支え、市民に親しまれ
る卸売市場として運営できるよう機能強化・発展の取組につい
て、今後も検討していきます。

南部市場が抱える問題
施設の老朽化等 施設の不足や動線の交錯
繰入金等による恒常的な財源充当 消費者等のニーズに応じた機能発揮
卸売業者・仲卸業者の取引構造 災害時の拠点としての機能発揮

南部市場
の今後の
方向性

・今後も南部市場を継続する必要性が高く、本市が開設者として生鮮食料品等の安定供給機能を担うことが重要で、一定の公共関与が必要と考えています。
・建替えにより南部市場が抱える問題を解決し、改修・修繕等の費用削減と収入増加を両立させるといった、自立的な運営が可能な構造への転換に向けた検
証が必要と考えています。建替えを行う場合には、卸売市場として必要な施設規模や機能等について検討するとともに、財政負担縮減や市場会計改善を考慮し、
先行している北部市場の機能更新と並行して行っても問題がないように進める必要があると考えています。

・次期『卸売市場経営プラン』において今後の施設のあり方等に関して方向性を示すため、サウンディング調査等を踏まえて、必要な検討を行います。

開設者の考え方
・人口集積地にあり取扱数量が増加していること等、他市場とは
異なる特徴を活かした取組を行える可能性があります。

・本市が引き続き、開設者として生鮮食料品等の安定供給の
ニーズに応え、高い公共性を果たすことが重要と考えています。

・民間活力導入等による財政負担軽減や効率化に関する検討
等について随時行うことが必要と考えています。

公共関与の考え方
・本市、指定管理者、場内事業者等で連携し、今後の発展に
向けた効果的な取組実施に向け、現時点では一定の公共関
与が必要と考えています。

・公共関与の程度について、適宜検討するとともに、運営体制に
ついては、さらなる民間活力の導入も視野に入れ、指定管理
者の募集時期等に合わせて、検討が必要と考えています。



第1章 南部市場を取り巻く環境
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川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方(案)【概要版】
(1) 南部市場は、施設の集約化や指定管理者制度の導入により、市場運営の効率化等を図ってきたが、老朽化等の課題があること、指定管理者の指定期間、本市『総合計画』や

『卸売市場経営プラン』等の計画期間が令和7(2025)年度末で終了することを踏まえ、今後の運営方針について検討
(2) 令和5(2023)年12月に附属機関(南部市場運営審議会)に諮問し、令和6(2024)年5月に答申があり、「南部市場は、本市の中心市街地に近い立地特性を活かし、市民の

食生活を支えるとともに、食文化等の発信を担い続けるといった公共性の観点等から、存続させる十分な必要性や今後の発展性が高い」との提言
(3) 附属機関の答申内容とともに、今後の北部市場の動向を見据え、南部市場の位置付け、開設者、本市としての関与等の今後の運営に関する基本的な考え方について整理

1 卸売市場の現状

第2章 南部市場の概況

(1) 全国の地方卸売市場数は継続して減少 (平成18(2006)年度:1,259⇒令和4(2022)
年度:901)し、民設市場が80%、公設市場は15％程度だが民設市場の減少が顕著

(2) 卸売市場経由率は平成22(2010)年から減少傾向であったが令和3(2021)年は水産
物は0.1%の微減で留まり、青果(国産青果含む)・花きは微増 (令和3(2021)年:青果
53.9%、水産物45.6%、花き74.8%、国産青果76.4%)

2 社会情勢の変化
(1) 加工品及び中食の市場規模が増加する等、加工・調製・パッケージの需要が増加
(2) 低温管理等の品質管理の向上及び衛生管理の徹底・充実へのニーズが増加
(3) 「物流2024年問題」に伴い、卸売市場の物流機能の強化が必要
(4) 卸売市場法改正により、食品流通全体の合理化・適正化への対応が必要

1 概要・沿革

名称 川崎市地方卸売市場南部市場
所在地 川崎市幸区南幸町3丁目126番地1
敷地面積 / 延床面積 32,224㎡ / 24,396㎡
取扱部門 青果部、水産物部、花き部(3部門)

場内事業者
(令和6(2024)年4月1日現在)

卸売業者 3社(青果部1社、水産物部1社、花き部1社)
仲卸業者 13社(青果部3社、水産物部9社、花き部1社)
関連事業者 19社

沿
革

昭和19(1944)年11月 県の認可を受け中央市場として開設
昭和32(1957)年3月 農林大臣の認可を受け中央卸売市場として業務開始
平成19(2007)年4月 中央卸売市場から地方卸売市場として業務開始
平成23(2011)年4月 南側用地への市場施設集約による面積変更
平成26(2014)年4月 利用料金制による指定管理者制度を導入
令和3(2021)年4月 指定期間2期目(令和8(2026)年3月まで)

2 立地環境
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(％) 卸売市場経由率の推移

・国道1号・県道尻手黒川道
路が至近を通る

・首都高速道路IC:約4km
・JR南武線尻手駅:約0.3km

川崎駅:約1.3km
・羽田空港:約10km
・川崎港:約12km
・住宅地、商業・行政機能等
が集積する本市中心市街地
に立地

・周辺人口(半径5km圏内)
は令和22(2040)年の約
153万人がピークであり長期
的発展が期待
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公設 第三セクター 民設 取扱金額
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【花き部】卸売業者の取扱数量・金額
数量 金額

(百万本束個) (億円)

(2) 仲卸業者

2

3 業務状況

ア 卸売業者3部門の合計取扱金額は、平成3(1991)年の約246億円をピークに減少し続
けていたが、近年、右肩上がりで増加し、令和5(2023)年は約184億円

イ 『経営プラン』において定められた取扱数量の目標値(10,258t)を平成29(2017)年以
降は上回り続け、令和5(2023)年では目標値の約3倍という達成状況

(1) 卸売業者
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南部市場における卸売業者(3部門)の合計取扱金額の推移(億円)
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【青果部】卸売業者の取扱数量・金額
数量 金額

(千t) (億円)
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【水産物部】卸売業者の取扱数量・金額
数量 金額

(千t) (億円)
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仲卸業者(3部門)の合計販売金額の推移(億円)

ア 仲卸業者3部門の合計販売金額は、令和元(2019)年以降、令和4(2022)年に減少
しているが増加傾向であり、令和5(2023)年は約70億円

イ 青果・水産物部では、仲卸業者が、卸売業者以外から仕入れを行う「直荷引き」が多い
(青果部は約30億円で推移、水産物部は令和5(2023)年で約20億円）

(1) 全国的には中央・地方卸売市場ともに、取扱数量は減少傾向、また、取扱金額は減少・横ばい傾向であるが、南部市場では、取扱金額、取扱数量ともに近年は増加傾向
(2) 関東地方における公設の中央卸売市場、地方卸売市場の取扱金額の増加率(平成26(2014)年基準)について、青果、水産物、花きの3部門ともに南部市場が最も高い

4 全国及び周辺の卸売市場との比較

(1) 各卸売市場の特性を踏まえ、北部市場は「首都圏における広域的食品流通の拠点」、南部市
場は「地域密着型食品流通の拠点」というビジョンを設定

(2) 北部市場は、施設の老朽化や社会情勢の変化に対応した機能強化を図るため、令和6(2024)
年3月に機能更新の基本的な考え方を整理した『基本計画』を策定

(3) 南部市場は、施設の老朽化等の問題を抱えている中、指定管理者の指定期間や庁内計画の
計画期間が令和7(2025)年度末で終了すること等を踏まえ、南部市場の今後の運営方針につい
て、有識者の専門的かつ幅広い見地から御意見をいただくため、令和5(2023)年12月に附属機
関へ諮問を行い、令和6(2024)年5月に答申

5 『川崎市卸売市場経営プラン改訂版』における各卸売市場の位置付け及び検討状況

南部市場北部市場
地域密着型

食品流通の拠点
本市の中心市街地に近い立地特性を
活かし、市民の食生活を支えるとともに、
食文化等の発信を担う

首都圏における広域的
食品流通の拠点

広い敷地と、充実した交通網を有すると
いう首都圏における立地優位性を活かし、
食品流通ネットワークの一翼を担う

川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方(案)【概要版】

＜卸売業者・仲卸業者全体(市場内の取引を除く)における令和4(2022)年度の販売先割合:【青果】市内16.1%、市外83.9％【水産物】市内20.3％、市外79.7％＞



第3章 南部市場の今後の方向性の検討に向けた整理

ア 市場運営のさらなる効率化を図るとともに、地域に密着
し、賑わいのある卸売市場を目指すため、平成26(2014)
年4月に利用料金制による指定管理者制度を導入

イ 現在、令和3(2021)年4月に開始された第2期の指定期
間であり、指定管理者は第1期と同様、場内事業者からの
出資により設立された川崎市場管理㈱

3

1 指定管理者制度導入に関する整理

2 南部市場が抱える問題

(1) 指定管理者制度導入に関する概要 (2) 指定管理者制度導入の効果

(1) 施設の
老朽化等

ア 多くの施設は昭和
40～50年代(1965
～1985年頃)に整
備され、全体的に施
設の老朽化が進行

イ 当面の機能維持や
耐震補強に見込まれ
る費用は、年間平均
9,400万円程度で、
抜本的な対応には、
さらに多額の費用が
必要

(2) 繰入金等による
恒常的な財源充当

ア 指定管理者制度の導入
により、人件費及び施設維
持管理費(250万円以下の
修繕費等)が削減され、年
間約3,500万円、市場会
計が改善

イ 過去の施設整備に伴う公
債費負担、250万円超の
修繕費等は、本市の負担
継続が必要だが、現状では
本市に収入がなく、自立的
な運営が困難

(3) 卸売業者及び
仲卸業者の取引構造

ア 青果部、水産物部の卸
売業者が取り扱う品物の
多くは、特定スーパーマー
ケット(売買参加者)向けに
販売され、仲卸業者への
販売が少なく、青果部の
仲卸業者等は、主に「直
荷引き」により調達

イ 「直荷引き」も含め、品
揃えや価格面で消費者等
が求める品物を集荷・販売
できることが重要

(4) 施設の不足
や動線の交錯

ア 荷捌き、駐車・待機ス
ペース等が不足し、早朝の
繁忙時間帯に構内通路が
塞がる等の弊害が発生

イ 敷地内の施設はほぼ全て
利用され、事業拡大を計画
する場内事業者の要望に
応えられていない状況

ウ 段階的な整備に伴い、機
能的な施設配置になってお
らず、歩行者・車両の動線
の交錯により安全性の懸念

(5) 消費者等のニーズ
に応じた機能発揮

ア 消費者等から求め
られている加工・調
製・パッケージ等への
対応に関する機能が
不十分

イ コールドチェーンに代
表される品質管理の
向上及び食の安全・
安心の確保への取組
が求められる中、低
温管理等への対応に
関する機能が不十分

(6) 災害時の支援物資
拠点としての機能発揮

ア 大型車向けの動線や、
荷捌きに必要なフォーク
リフト等の資機材の確
保がしやすい一方、非
常用電源設備等の設
備がなく、電気等のイン
フラが長時間途絶えた
中での支援物資の保
管・荷捌きに係る業務
と、早期復興に必要な
食品流通業務の併存
が困難

水産仲卸売場棟 青果卸売場棟天井(左)と改修工事(右) 買出人・来客者用駐車スペースでの荷捌き 歩行者、自家用車・大型車両動線の交錯

評価
青果部の卸売業者の撤退、新型コロナウイルス
感染症等による多大な影響があったが、場内事
業者との連携を図り、安定的な管理運営を実施

導入効果
市場活性化事業を多数実施し、SNSによる情報発信のほか、
料理教室、「食鮮まつり」・「いちばいち」・「夕祭」の開催等、
創意工夫による取組が継続して行われ、運営経費も削減

川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方(案)【概要版】

・現在の指定期間終了後における南部市場の今後の方向性を検討するに当たって、指定管理者制度の導入効果を検証するために整理

・南部市場の今後の方向性を検討するに当たって、南部市場が抱える問題を踏まえる必要があるため整理



第4章 南部市場の今後の方向性
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1 附属機関からの答申の概要

(1) 本市における卸売市場の体制

ア 市民等への生鮮食料品等の供給に関する状況
①全国的な傾向と異なり、南部市場では取扱金額、取扱数量が増加傾向
②仲卸業者は「直荷引き」等により調達し、独自に事業が成立
③事業継続性を保つため、販売先確保の重要性は増しており、卸売業者が

スーパーマーケット等と既につながりを持つことは強み
④小売店や飲食店等を通して市民等に供給しているほか、学校給食にも供

給(【青果】南部学校給食センター(中学校向け)及び川崎・幸区の小学校、
【青果以外】市内3か所の学校給食センター(中学校向け)及び各小学校)

イ 食文化の発信や地域貢献に関する状況
①「いちばいち」、「食鮮まつり」、「夕祭」等のイベ

ントに加え、「夏休み市場体験」、「魚のさばき
方教室」、「いちばの料理教室」等、卸売市
場ならではの食育や食文化の発信を実施

②指定管理者等によるこども食堂への食材提
供や、周辺町内会が開催する地域イベントへ
の協力等により地域に貢献

ウ 災害対応に関する状況
①本市と卸売業者で、災害時の生鮮食料品等の

供給、輸送及び荷役作業に関する協定を締結
②災害時に避難所に向けた物資供給拠点等として

機能
③本市備蓄倉庫に保管された水を南部市場に集め、

卸売業者が手配・提供した資機材で大型車に
積載して能登半島地震の被災地へ発送し貢献

エ 今後の発展性に関する視点
①令和5(2023)年度から開催している「夕祭」は、場内事業者等による前向きな検討から実施につながった取組であり、このように、現状の様々な制約がある環境下でも、より良い南部

市場の実現に向けて本市、指定管理者、場内事業者が連携・協力し、検討を進め、南部市場のさらなる発展に向けて今後も取り組むことが重要
②市民等への生鮮食料品等の供給促進に向け、例として、消費者等の要求に応じた品揃えの実現、関係機関と連携した市内飲食店等に対しての働きかけの実施を想定
③食文化の発信や地域貢献に向け、例として、給食メニューと連動した食育支援を行うことや、市内農業のPRを兼ねて市内産農産物と南部市場の魚介類等を活用した料理教室を開

催すること、また、こども食堂に関する取組の拡充等を想定

①南部市場は、ア～ウのとおり、現状で重要な役割を果たしており、エの今後の発展性も踏まえ、さらなる市民貢献が可能な施設として期待できる上、食料
安全保障の観点からも、北部市場は「首都圏における広域的な拠点」、南部市場は「地域密着型の拠点」として、引き続き、生鮮食料品等の流通の役割
を果たし、本市の発展に貢献できるよう、積極的に活用することが重要と考えられる。これらを踏まえ、北部・南部の2市場体制を継続する必要性が高い。

②南部市場は、立地特性等を活かし、市民の食生活を支え、より市民に親しまれる卸売市場として運営できるよう本市の財政負担の軽減とともに機能強化・
発展の取組を今後も検討する。

川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方(案)【概要版】

南部市場の必要性 存続に当たっての検討事項 その他の付加事項

中心市街地に近い立地特性を活かし、市民へ安全・安心な食品を安定的に
供給する機能を果たし続けるとともに、食文化等の発信を担い続けるといっ
た公共性の観点等から、存続させる十分な必要性や今後の発展性が高い

老朽化に関する課題等に対応し、長期的に運営するのであれば、民間
活力を最大限活用することを検討した上で、全面建替えを行うことが
望ましいが、具体的な事業手法等について、さらなる検討が必要

近年は取扱金額だけでなく、取扱数量についても増加傾
向となっていることや、中心市街地に近い恵まれた環境に
立地していることから、今後のさらなる発展が期待される

2 南部市場のあり方に関する考え方
・答申内容や、北部市場と南部市場の位置付けを踏まえた上で、南部市場のあり方に関する考え方を整理

「本市における卸売市場の体制」のまとめ



(2) 開設者の考え方
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・開設者は、卸売市場法に基づく『卸売市場に関する基本方針』において、地域住民の生鮮食料品等の安定供給に対するニーズに応え、高い公共性を果たすことが必要と記載
・その他、「関係者の意見を偏りなく十分に聴いた上での取引ルール設定」、「適正に運営するための指導監督に必要な人員確保」、「災害等において社会インフラとして迅速に生鮮食料
品等を供給」、「多種多様な野菜及び果物、魚介類、肉類等の食材供給や、消費者との交流等を通じ、食文化の維持及び発展」といったことに努めることが必要と記載

ア 開設者区分ごとの全国的な状況
①地方卸売市場の約80%は、開設者

が民間事業者である民設市場であ
るが、平成18(2006)年度以降に
廃止となった358市場のうち、民設
市場が343市場を占め、公設市場
の減少は10市場のみであり、民設
市場の割合は年々減少

イ 民設市場への転換や廃止事例
①施設の老朽化は全国的な卸売市場の課題であり、また、取扱数量や取扱金額が減少する卸売市

場では、地方公共団体が整備費・維持管理費等を負担することは困難な状況
②地方公共団体の負担軽減と民間事業者による活性化を期待し、公設市場から民設市場へ転換

(民営化)する事例もあるが、その多くは産地に近い単一部門の卸売市場で、経営状況の悪化等
を理由に民設市場への転換後、廃止される事例もあり

③民設市場への転換時や、その後継続的に、地方公共団体が、無償や減額により土地・施設等の譲
渡・貸付けを行う事例や、施設整備の一部負担等を行う事例が多数あり

ウ 民設市場における開設者
①民設市場では、卸売業者、

場内事業者の出資により設
立された事業者、民設市場
転換前の指定管理者等が
開設者として運営

①南部市場は、人口集積地に立地する3部門を持つ卸売市場であること、取扱数量、取扱金額が増加していること、特に青果部では仲卸業者は、卸売業
者とは別の販売先を維持し、独自に事業が成立していること等、他の卸売市場と状況が異なり、こうした点を活かした取組を行える可能性がある。

②開設者に求められる生鮮食料品等の安定供給に対するニーズに応えつつ、高い公共性を果たす必要があるが、本市の行政施策と連動した取組により効
果を高められる可能性がある。さらに、卸売市場の継続性や、場内事業者の安定的な運営の継続という観点も重要である。

③本市が引き続き、開設者として生鮮食料品等の安定供給の機能を担うことが重要と考えられるが、民間活力の導入等による財政負担の軽減や効率化
に関する検討を随時行うとともに、南部市場を取り巻く状況に多大な変化があった場合等に合わせて、開設者業務等のあり方を検証する必要がある。

公設市場(開設者が地方公共団体) 民設市場(開設者が民間事業者)

行政
の視点

・財政負担が伴う
・施設の維持管理等の対応が必要
・本市が実施・支援等をする行政施策と連動した取組が実施しやすい

・一般的には財政負担がない
・施設の維持管理等の対応が不要
・本市が実施・支援等をする行政施策と連動した取組は限定的
・卸売市場としての継続性に懸念

開設者
の視点

・市民等への安全・安心な生鮮食料品の供給等を目的に運営する
・法令、農林水産省の基本方針のほか、条例や行政計画に基づき運営
・その他、上記行政の視点と同様

・場内事業者の取引先の要望に応じた生鮮食料品の供給等を目的に運営する
・法令、農林水産省の基本方針等に基づき運営
・規制が少なく柔軟でスピード感のある取組実施の可能性が広がる
・施設再整備や維持管理は開設者の判断で実施

場内事業者
の視点

・条例等に基づく安定的運営が保証
・公設市場の事業者ということにより取引先からの信用が得やすい

・開設者の経営状況・判断等に左右され、安定的運営が困難になる可能性
・公設市場ではなくなるため、信用力低下の懸念

川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方(案)【概要版】

「開設者の考え方」のまとめ



【南部市場のあり方に関する考え方(まとめ)】
①南部市場の今後の運営に当たっては、本市や指定管理者、場内事業者、さらには、市内事業者等との新たな協力・連携関係の構築等により南部市場

の活性化を図ること、また、本市の財政負担の軽減やさらなる民間活力の導入等による効率化を図ること、という視点の両立を目指して取組を進める。
②南部市場の活性化のため、南部市場に関わる主体を増やし、相乗効果を生み、地域課題の解決や賑わいの創出につなげるとともに、生鮮食料品等を取

り扱う拠点であり、卸売市場ならではの強みを持つことを活かし、生産者と消費者を結ぶコーディネート機能を担い、食の発展に貢献していくことを目指す。

(3) 公共関与の考え方

6

ア 指定管理者制度に対する今後の対応について
①指定管理者制度を導入した効果が十分に表れており、継

続に向けて検討
②現指定期間が令和7(2025)年度で終了するため、指定

管理者制度の導入継続等について同年度中に整理し、令
和8(2026)年度以降の運営体制に関する手続きを実施

イ 公共関与の基本的な考え方について
①南部市場の強みを活かし、地域に貢献し、親しみやすい市場の実現に向けて検討する中、場内事業者だけでは取

組の推進が難しく、円滑に進めるためには本市の関与が重要であり、本市の行政施策等との連携に向け検討開始
②本市の中小企業の活性化に関する条例を踏まえ、今後も卸売市場を存続する上で、本市として、場内事業者の事

業拡大や経営基盤の強化等に対する支援とともに、市内事業者等との連携を図り、場内事業者の発展の好循環
を作り出し、南部市場全体の活性化に加え、市内経済の発展に寄与することも重要

①本市、指定管理者、場内事業者等が連携することで、南部市場の発展に向けた取組の実現効果が高まると考えられ、現時点では一定の公共関与が
必要と考えられる。各関係者が果たすべき目的や強み等を踏まえた適切な役割分担に努め、南部市場のより一層の効率化や活性化に向けて取り組む。

②今後、南部市場を取り巻く状況に多大な変化があった場合といった、事業環境の変化に応じて、適宜、公共関与の程度について、見直しも含めた検討を
行うとともに、運営体制については、さらなる民間活力の導入も視野に入れ、指定管理者の募集時期等に合わせて、検討が必要である。

川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方(案)【概要版】

・南部市場が抱える問題への対応について、南部市場のあり方に関する考え方を踏まえて整理
3 南部市場が抱える問題への対応

(1) 施設の
老朽化等

老朽化等に伴う不具合
や危険性のリスクは今後
も高まると考えられ、修
繕・改修では、多額の
費用を要するとともに効
果が限定的になる懸念
があり、抜本的な対策を
進めることが必要

(2) 繰入金等による
恒常的な財源充当

現状では本市の収入
がなく、自立的な運営
が困難なため、指定
期間の終了時や、大
規模整備の実施等を
契機として、今後の収
入確保等につながる
見直しが必要

(3) 卸売業者及び
仲卸業者の取引構造

仲卸業者が「直荷引き」により
調達するよりも、卸売業者から
安価で安定的に購入できれば、
場内事業者の事業環境の改
善につながるため、取引構造に
関する状況把握を継続的に進
め、場内事業者との継続的な
意見交換や調整等が必要

(4)施設の不足
や動線交錯

施設の不足により場内事業者
の事業拡大の要望に応えられて
いない上、動線交錯により、安
全性に懸念があるが、低層の施
設が分散している状況では取り
得る対応は限られるため、敷地
全体の施設配置の見直しに向
けた取組が必要

(5)消費者等のニーズ
に応じた機能発揮

消費者等のニーズに合わ
せた加工・調製・パッケー
ジ等への対応、品質管
理の向上及び食の安
全・安心の確保に向けた
対応のため、大規模改
修等の対策を進めること
が必要

(6)災害時の支援物資
拠点としての機能発揮

安全に活動できる施設環
境・設備、荷捌き等のス
ペース・動線確保等のため、
大規模改修や新規施設の
整備に合わせた支援物資
拠点機能の確保と、卸売
市場としての機能の併存に
向けた検討が必要

「公共関与の考え方」のまとめ
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川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方(案)【概要版】
4 今後の施設のあり方に関する検討

ア 取扱金額の増加に伴い指定管理者収入は増加し、運営・施設維持管理費は収入の範囲内で賄え
ており、指定管理者は安定的に経営している一方、恒常的に老朽化等に伴う本市の費用負担が発生

イ 建替えにより南部市場が抱える問題を解決し、改修・修繕等の費用削減と収入増加を両立させると
いった、自立的な運営が可能な構造への転換に向けた検証が必要

ウ 自立的な運営の実現に向け、現状の構造から早期に転換することが望ましいと考えられるため、建替
えを行う場合に整理すべき事項や視点について検討

エ 南部市場の継続的・長期的な運営の観点から、市場会計の財政収支の改善を前提として検討を進
めるものとし、既に先行している北部市場の機能更新と南部市場の整備を並行して行っても問題がな
いよう進めることが必要

0
1
2
3
4

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

(億円) 南部市場に係る本市の費用と指定管理者の収入の推移

本市費用合計 指定管理者収入合計

(1) 既存施設の現状を踏まえた今後の方向性に関する視点

・南部市場が抱える問題への対応や南部市場の公共関与を踏まえ、適切な施設のあり方について整理を行う必要があるため、現状施設への今後の対応や新たな施設整備の可能性、
さらには、卸売市場として必要な施設規模や機能等について検討

(2) 卸売市場として必要な施設規模・機能に関する視点
ア 卸売市場の役割である市民等への生鮮食料品等の供給、食文化の発信や地域貢献、災害対応等の視点や、近年の取扱数量の大幅な増加、現状の規模では場内事業者
の事業拡大が難しい状況等に留意し、今後、市内への供給量を増加させる取組の状況も踏まえて適切な規模について検討

イ 卸売市場の役割等を踏まえ、生産者や消費者等のニーズや期待に応えられる環境整備が必要なため、場内事業者等との協議により、今後、具体的に必要な機能について検討

(3) 敷地の有効活用の可能性に関する視点
ア 現状施設の状況や今後の市場施設規模の算定によっては、卸売市場との相乗効果(取扱数量の
増加、食品加工・配送・保管機能の強化等)を生み出す機能の導入や、市場機能と連動して食品
流通に求められる機能等に関する敷地の有効活用を行える可能性

イ 敷地の有効活用を行える場合、貸付けによる借地料等の収入確保により、市場会計の健全化・
持続化に寄与できる可能性

ウ 南部市場のビジョンである「地域密着型食品流通の拠点」としての機能の底上げを図り、地域に根
ざした南部市場の活性化を実現するという視点を踏まえた検討が必要

敷地の有効
活用に関する
用途の考え方

卸売市場との親和性(場内事業者との連携、都市施設市場との整合性)
賑わいの創出
食育や食文化の発信、地域課題等への取組
周辺環境への配慮(交通量・騒音等)
地域住民の生活利便性への効果

ア 南部市場の建替えを行う場合には、本市の財政負担の縮減や市場会計の収支改善という視点を考慮し、既に先行している北部市場の機能更新と南部市場の整備を並行し
て行っても問題がない事業手法について検討することが必要

イ 民間事業者の事業参入を促し、敷地の有効活用も踏まえ、民間事業者のノウハウを最大限活用するという視点とともに、都市施設市場として都市計画決定を受けていることや、
用途地域や高度地区に関して、今後の卸売市場に求められる機能等を発揮するため、敷地全体での活性化を図るという観点も併せて考慮することが必要

ウ 具体的な事業手法については、令和7(2025)年度にサウンディング調査を行い、民間事業者の意見を聴取した上で、庁内手続きを踏まえて整理

(4) 事業手法に関する視点
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令和6(2024)年度 令和7(2025)年度 令和8(2026)年度以降

11月 12月 1月 2月 3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

南
部
市
場
の
今
後
の

方
向
性
に
関
す
る
取
組

庁
内
調
整

場
内

事
業
者

指
定
管
理
者
制
度

に
関
す
る
取
組

指
定

期
間

庁
内

調
整

基本的な考え方の作成に向けた調整等
【パブリックコメント等】

定期的な意見交換・情報共有、本市施策との連携や新たな取組の検討・実施

(次期)経営プランに基づく
事業推進

第2期
【令和7(2025)年度末まで】

指定管理者制度の導入効果の検証・
令和8(2026)年度以降の指定管理者に関する検討

第3期または第2期延長
(予定)

(

次
期)

経
営

プ
ラ
ン
策
定

基
本
的
な

考
え
方

(

案)

作
成

(次期)経営プランの策定に向けた取組
【サウンディング調査による民間事業者の意見聴取】

【今後の施設のあり方に関する検討】
【活性化や行政施策に関する取組の検討・実施】

等民間活力の導入に関するサウンディング調査の実施に向けた検討
【市場施設の規模・機能等の基本的事項の整理】

基
本
的
な

考
え
方

作
成

６ 事業スケジュール

(1) 『基本的な考え方』の作成後、サウンディング調査や民間事業者への意見聴取を行うために必要となる、市場施設の規模・機能等の基本的事項について整理
(2) 令和7(2025)年度に策定を予定している次期『(仮称)川崎市卸売市場経営プラン』において、施設の老朽化等の問題への対応を踏まえた今後の施設のあり方に関して方向

性を示すため、サウンディング調査や民間事業者への意見聴取を踏まえ、必要な検討を実施
(3) 南部市場の活性化や発展、行政施策との連携について、本市や指定管理者、場内事業者、市内事業者等との新たな協力・連携関係の構築や取組に関する検討・実施

川崎市地方卸売市場南部市場の今後の運営に関する基本的な考え方(案)【概要版】

検証・検討結果を踏まえた手続き

検証・検討結果を踏まえて決定

５ 今後の事業の進め方

・南部市場の今後の方向性に関する取組及び指定管理者制度に関する取組について、並行して検討


